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九
、
商
業

商
業
は
主
と
し
て
大
字
下
田
原
に
行
わ
る
。
下
田
原
は
往
昔
船
舶
業
殷
賑

の
地
に
し
て
、
大
阪
よ
り
伊
勢
に
至
る
間
に
於
て
回
船
業
と
し
て
重
要
な
る

位
置
を
占
め
米
穀
食
塩
等
を
積
載
し
て
各
所
に
航
海
し
中
に
は
江
戸
に
航
せ

し
も
あ
り
而
し
て
其
の
取
引
先
は
主
と
し
て
新
宮
町
の
問
屋
な
り
し
が
同
町

の
問
屋
が
運
賃
其
の
他
船
乗
り
の
賃
金
を
定
む
る
に
は
下
田
原
船
主
の
意
見

を
聞
き
て
之
を
決
定
せ
し
も
の
な
り
。
安
永
九
年(

一
七
八
○)

の
調
書
に
依

れ
ば
本
村
に
大
船
十
二
艘
あ
り
し
が
降
り
て
文
化
年
中(

一
八
○
四
ー
一
八

一
一)

に
至
り
て
は
大
船
の
数
四
十
艘
に
及
び
明
治
以
後
に
至
り
て
も
其
の

業
益
々
盛
大
に
し
て
一
時
は
五
十
艘
の
多
き
に
及
び
内
東
京
通
い
は
四
艘
も

あ
り
明
治
十
九
年
に
は
千
三
百
四
十
石
積
の
大
船
新
造
せ
し
こ
と
あ
り
同
二

十
七
八
年
頃
に
は
三
十
八
艘
に
減
じ
爾
来
年
々
其
の
数
を
減
じ
て
終
に
は
二

艘
と
な
り
、
回
船
業
は
殆
ど
絶
滅
に
帰
せ
ん
と
せ
し
が
、
最
近
大
戦
勃
発
以

来
運
賃
の
暴
騰
に
伴
い
船
舶
業
一
時
大
い
に
勃
興
せ
し
が
客
年
大
戦
休
止
以

来
又
其
の
数
を
減
じ
て
今
は
八
艘
の
み
と
な
れ
り
。

金
融
機
関
と
し
て
は
明
治
二
十
六
年
串
本
町
の
株
式
会
社
鼎
立
銀
行
は
其

の
支
店
を
下
田
原
に
設
置
し
爾
来
継
続
中
な
り
。

港
湾
出
入
船
舶
表

商
船(

帆
船)

出
入
と
も
回
数
に
付
一
方
の
み
掲
ぐ
。

大
正
四
年

大
正
五
年

大
正
六
年

大
正
七
年

噸
数
船

船
数

二
○

二
○

二
七

三
○

噸
数

三
五
一
○

三
五
一
○

六
三
○

八
七
○

石
数
船

船
数

二
六

二
六

三
五

三
六

石
数

四
三
五
○

四
三
五
○

三
一
○
四

六
五
八
八

合
計
船
数

四
六

四
六

六
六

噸
数

三
九
四
五

三
九
四
五

四
五
二
九

第
七
章

教
育

一
、
小
学
校
設
置
以
前

旧
治
の
教
育
は
遥
と
し
て
考
う
べ
か
ら
ず
。
徳
川
氏
の
治
世
に
当
た
り

中
流
以
上
の
人
々
漸
く
教
育
の
必
要
を
感
じ
た
る
も
固
よ
り
今
日
の
如
く

一
般
に
普
及
す
る
に
至
ら
ず
、
僧
侶
、
医
師
若
し
く
は
稍
文
字
を
知
れ
る

も
の
に
就
き
て
字
を
習
う
に
す
ぎ
ず
。
当
時
の
教
育
法
は
寺
院
又
は
師
匠

の
私
宅
を
校
舎
に
充
て
児
童
年
歯
八
､
九
歳
に
至
れ
ば
寺
入
り
と
称
し
各
自

に
机
を
持
ち
寄
り
師
匠
ま
た
は
兄
弟
子
よ
り
素
読
を
受
け
習
字
を
な
し
商

家
の
子
弟
に
は
珠
算
を
授
け
た
り
。

素
読
に
用
い
た
る
教
科
書
は
往
来
尺
牘
集
、
實
語
経
、
童
子
経
、
商
売

往
来
当
に
し
て
稍
進
み
て
は
、
四
書
の
素
読
を
習
い
習
字
の
手
本
は
師
匠

又
は
先
輩
者
の
肉
筆
に
て
父
母
帖
、
古
語
、
往
来
の
類
い
を
用
い
授
業
時

間
は
毎
日
午
前
午
後
共
に
二
時
間
乃
至
三
時
間
位
に
し
て
大
半
草
子
に
習

字
の
み
な
り
。

又
授
業
料
は
別
段
の
規
定
な
く
入
学
の
際
に
束
修
と
し
て
米
或
い
は
金

子
を
納
め
其
の
他
五
節
句
、
正
月
、
盆
に
相
当
の
物
品
を
謝
儀
と
し
て
贈

呈
せ
る
に
過
ぎ
ず
。
而
し
て
本
村
に
於
け
る
寺
子
屋
教
育
は
固
よ
り
文
献

の
徴
す
べ
き
も
の
な
き
に
よ
り
之
を
知
り
が
た
し
と
雖
も
往
時
高
挟
金
兵

衛(

其
の
子
堅
操
良
節
は
当
村
檀
那
寺
住
僧
た
り
、
萬
延
二
年
没
す
。
高
池

正
法
寺
に
葬
る)

な
る
も
の
生
徒
を
集
め
て
授
業
し
事
あ
り
、
其
の
後
前
川

半
蔵(

現
太
一
郎
氏
祖
父)

又
生
徒
に
教
授
し
以
て
小
学
校
開
始
の
際
に
及

べ
り
と
い
う
。
但
し
其
の
詳
細
は
之
を
知
る
能
わ
ざ
る
を
遺
憾
と
す
。

二
、
小
学
校
設
置
以
後

明
治
五
年
八
月
政
府
に
於
い
て
学
制
の
発
布
あ
り
て
児
童
六
歳
以
上
は
悉

く
就
学
せ
し
め
、
家
に
不
學
の
徒
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
し
た
る
も
、
俄

に
其
の
設
備
を
見
る
に
至
ら
ず
。
依
然
寺
子
屋
師
匠
に
依
り
て
教
育
を
継
続

し
た
り
し
が
、
本
郡
に
て
は
同
六
年
五
月
古
座
小
学
校
の
創
設
を
初
め
と
し
、

同
七
月
新
宮
小
学
校
之
に
次
ぎ
て
設
立
せ
ら
れ
、
七
年
以
降
漸
次
殻
町
村
に

其
の
設
置
を
見
る
に
至
り
、
同
十
一
年
に
及
び
て
は
郡
内
全
般
に
略
ぼ
其
の

設
立
を
見
る
に
至
れ
り
。
古
座
小
学
校
は
初
め
之
を
牟
婁
第
一
小
学
校
と
称

し
旧
七
ノ
小
区
四
十
三
ヶ
村(

下
田
原
も
其
の
内
に
あ
り)

の
組
合
小
学
校
た

り
し
が
、
後
分
離
し
て
各
地
に
小
学
校
の
せ
っ
ち
を
見
る
に
至
れ
り
。

本
村
に
て
は
明
治
九
年
六
月
十
五
日
三
大
字
の
聯
合
を
以
て
下
田
原
檀
那
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寺
に
共
存
小
学
校
を
設
置
し
た
り
。

今
当
時
の
記
録
を
摘
記
せ
ん
に

明
治
九
年
調

男

六
十
人

女

四
人

六
歳
以
下

男

四
人

女

一
人

教

員

上
松
粂
吉

仝
十
二
年
調

男

四
十
四
人

女

三
人

補
助
金
配
布
額

十
円
九
十
五
銭

教
員

松
田
豊
吉

(

共
存
小
学
校
は
明
治
九
年
六
月
十
五
日
開
校
と
明
記
し
あ
る
に
、
九
年
七
月
六
日
、
本
縣
に

て
仮
校
舎
を
許
す
と
あ
り
、
参
考
の
為
め
茲
に
記
載
す)

開
校
当
時
の
教
師
は
土
屋
一
郎
に
し
て
爾
後
森
庵
雅
彦
、
上
松
粂
吉
、
松

田
豊
吉
、
中
村
茂
、
今
井
某
、
桝
本
菊
松
等
相
継
い
で
教
鞭
を
執
り
し
も
其

の
就
職
退
職
の
年
月
日
凡
て
詳
ら
か
な
ら
ず
。

明
治
十
一
年
五
月
檀
那
寺
仮
校
舎
よ
り
、
下
田
原
字
上
地(

即
ち
現
今
の
敷

地)

に
移
転
す
。
校
舎
は
寺
院
庫
裏
を
修
復
し
て
之
に
充
て
た
る
も
の

に
し
て
学
校
前
に
は
古
墳
累
々
と
し
て
寸
余
の
地
な
し
。

明
治
十
五
年
三
月
佐
部
、
上
田
原
両
村
は
聯
合
し
て
月
就
小
学
校
を
佐
部
に

設
置
し
、
共
存
小
学
校
よ
り
分
離
せ
り
。
高
尾
音
松
、
濱
竹
松
、
教
授

の
任
に
当
た
れ
り
。

明
治
十
六
年
七
月
、
共
存
小
学
校
は
校
舎
狭
隘
な
る
を
以
て
二
間
に
五
間
の

校
舎
を
増
築
せ
り
。

明
治
十
八
年
四
月
、
月
就
小
学
校
を
共
存
小
学
校
の
分
校
と
し
、
佐
部
分
校

と
称
す
。

明
治
二
十
年
四
月
、
小
学
校
令
の
改
正
に
伴
い
共
存
小
学
校
を
下
田
原
尋
常

小
学
校
と
改
め
、
佐
部
分
校
は
独
立
し
て
佐
部
尋
常
小
学
校
と
称
す
。

明
治
二
十
四
年
四
月
、
下
田
原
尋
常
小
学
校
学
校
前
の
古
碑
を
撤
去
し
地
を

平
に
し
て
校
庭
を
拡
む
。

明
治
二
十
五
年
、
佐
部
尋
常
小
学
校
を
廃
し
之
を
下
田
原
尋
常
小
学
校
に
合

併
し
六
月
八
日
よ
り
授
業
を
開
始
す
。

仝
二
十
六
年
一
月
下
田
原
尋
常
小
学
校
を
田
原
尋
常
小
学
校
と
改
め
修
業
年

限
四
ヶ
年
、
二
学
級
に
編
制
す
。

仝
年
十
一
月
十
日

修
業
年
限
三
ヶ
年
の
補
習
科
を
設
置
す
。

仝
二
十
七
年
六
月
一
日
、
校
舎
新
築
竣
成
、
仝
六
月
九
日
開
校
式
を
挙
行
す
。

新
校
舎
は
四
間
に
十
間
の
も
の
二
棟
、
四
間
に
八
間
の
も
の
一
棟
に
し
て
五
教

室
よ
り
成
る
。

仝
二
十
九
年
、
従
前
の
補
習
科
を
廃
し
、
修
業
年
限
四
ヶ
年
の
高
等
小
学
校

を
併
置
し
校
名
を
田
原
尋
常
高
等
小
学
校
と
改
め
四
月
一
日
よ
り
開
校
せ
り
。

仝
三
十
三
年
一
月
、
校
舎
改
築
工
事
竣
成
し
二
十
五
日
落
成
式
を
盛
大
に

挙
行
す
す
。
即
ち
自
今
の
校
舎
是
な
り
。

仝
三
十
五
年
一
月
、
校
舎
の
後
方
河
岸
地
を
埋
立
て
運
動
場
を
拡
む
。

仝
四
十
一
年
四
月
、
義
務
教
育
年
限
延
長
の
結
果
、
従
来
の
高
等
一
、
二
年

を
尋
常
五
、
六
年
に
、
高
等
三
、
四
年
を
高
等
一
、
二
年
に
編
制
す
。

仝
年
四
月
八
日
、
高
等
小
学
校
修
業
年
限
を
三
ヶ
年
に
延
長
の
件
許
可
せ

ら
る
。

仝
四
十
二
年
四
月
、
農
業
補
習
学
校
を
附
設
す
。

大
正
五
年
四
月
、
裁
縫
学
校
を
附
設
す
。

学
齢
児
童
調
査
表(

大
正
六
年
度
調
査)

尋
常
科
現
在
就
学

男

百
十
五
人

女
百

六
人

合
計

二
百
二
十
一
人

尋
常
科
卒
業
者

男

三
十
四
人

女

二
十
一
人

合
計

五
十
五
人

合
計
就
学
者

男
百
四
十
九
人

女
百
二
十
七
人

合
計

二
百
七
十
六
人

就
学
免
除男

三
人

女

一
人

合
計

四
人

未
だ
就
学
の
始
期
に
達
せ
ざ
る
者

男

二
十
四
人

女

二
十
四
人

合
計

四
十
八
人

学
齢
児
童
通
計

男
百
七
十
三
人

女
百
五
十
一
人

合
計

三
百
二
十
四
人

就
学
歩
合

男

百
人
に
付

九
十
七
人
六
分

女

仝

九
十
七
人
三
分
二
厘

男
女
平
均

九
十
七
人
四
分
七
厘

田
原
尋
常
高
等
小
学
校
現
在
在
学(

大
正
六
年
度
調
査)

尋
常
小
学
校
学
校

男
百
二
十
九
人

女

百
十
五
人

計

二
百
四
十
四
人
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高
等
小
学
校

男

四
十
四
人

女

二
十
六
人

計

七
十
人

合
計

男

百
七
十
三
人

女

百
四
十
一
人

計

三
百
十
四
人

学
齢
児
童
中
盲
唖
者
調(

大
正
六
年
度
調
査)

盲
者

男
一
人

聾
唖
者

男
三
人

計
四
人

公
學
費(

圓
単
位)

科

目

大
正
五
年
度

大
正
六
年
度

大
正
七
年
度

校
長

俸
給

四
二
○

四
二
○

訓
導

俸
給

一
○
二
○

九
九
四

代
用
教
員
俸
給

四
七
七

三
○
○

学
校
医
手
当

一
二

一
二

旅

費

六
三

九
四

雑

給

七
二

生
徒

給
費

三
六

三
四

借
地
借
家
費

三
九
五

四
○
七

図
書
機
械
費

一
五
六

一
五
六

器
具
費

一
○
四

一
○

消
耗
品
費

三
五

一
一
○

修
繕
費

二
四

二
三
○

其
他
の
費
用

一
二
五

一
七
九

実
業
補
習
学
校
費

一
九
二

計

二
九
九
四

三
一
四
五

第
八
章

社
寺

一
、
神
社

村
社

木
葉
神
社

祭
神

木
葉
咲
耶
姫

当
社
祭
神
は
或
文
書
に
神
功
皇
后
と
あ
り
、
当
社
拝
殿
火
災
に
罹
り
旧
記

一
切
焼
尽
し
僅
か
に
残
存
せ
る
古
印
に
依
り
木
葉
咲
耶
姫
な
る
を
知
り
得
た

り
と
云
う
。
然
る
に
木
葉
咲
耶
姫
な
る
祭
神
な
し
。
或
は
木
花
咲
耶
姫
に
非

ざ
る
か
。
更
に
考
え
る
に
当
社
は
古
く
よ
り
田
原
の
ね
ん
ね
こ
様
と
唱
え
安

産
の
守
護
神
と
し
て
遠
近
の
尊
崇
浅
か
ら
ず
、
そ
の
祭
式
も
甚
だ
古
雅
に
し

て
毎
年
十
二
月
一
日(

古
は
旧
十
二
月
初
卯
の
日)

男
子
七
人
と
十
四
歳
の
女

子
七
人
と
式
典
に
列
し
茣
蓙
と
枕
と
乳
と
を
神
前
に
供
え
代
わ
る
代
わ
る
是

を
奉
持
し
て
出
産
の
真
似
事
を
な
す
行
事
あ
り
、
且
つ
境
内
、
社
に
八
幡
神

社
あ
る
よ
り
推
考
す
る
と
き
は
祭
神
は
神
功
皇
后
と
あ
る
を
妥
当
と
す
べ
き

に
似
た
り
。

当
社
は
古
来
神
殿
の
設
け
無
し
、
一
段
高
き
神
地
に
樹
木
生
い
茂
れ
る
の

み
。
木
葉
神
社
の
名
は
是
よ
り
起
れ
る
も
の
か
。

一
説
に
ね
ん
ね
こ
様
は
字
宮
ノ
本
鎮
座
の
八
幡
神
社
を
称
し
た
る
も
の
に

て
前
記
の
祭
式
も
同
社
に
て
行
い
来
れ
る
も
の
な
り
し
が
何
時
の
頃
よ
り
か

当
社
に
て
是
を
行
う
に
至
り
し
も
の
な
り
と
云
う
。

無
格
社

事
代
主
神
社

大
字
下
田
原
鎮
座

祭
神

蛭
子
神

無
格
社

弁
財
天
神
社

大
字
下
田
原
鎮
座

祭
神

市
杵
島
姫
神

右
二
社
は
明
治
四
十
四
年
三
月
四
日
、
木
の
葉
神
社
境
内
八
幡
神
社
合
祀
の

許
可
を
受
け
、
仝
年
四
月
十
六
日
合
祀
を
決
定
せ
り
。

村
社

宇
佐
八
幡
神
社

大
字
上
田
原
字
宮
ノ
本

鎮
座

祭
神

応
神
天
皇(

由
緒
、
来
歴
不
詳)

無
格
社

宇
佐
八
幡
神
社

大
字
佐
部
鎮
座

祭
神

応
神
天
皇

右
は
明
治
四
十
四
年
三
月
四
日
、
村
社
宇
佐
八
幡
神
社
へ
合
祀
の
許
可
を
受
け

仝
年
四
月
十
八
日
決
行
せ
り
。

二
、
寺
院

慈
福
山

檀
那
寺

大
字
下
田
原
に
在
り

禅
宗
臨
済
派

元
は
若
山
禅
林
寺
末
な
り
し
が
今
は
妙
心
寺
末
に
属
す
。

当
寺
は
「
紀
伊
読
風
土
記
」
に
は
久
月
山
檀
那
寺
と
あ
り
、
旧
記
備
は
ら
ざ
る

故
に
其
の
詳
ら
か
な
る
を
知
る
能
は
ず
と
雖
も
或
人
の
手
記
に
大
字
下
田
原
字

津
荷
郷
に
慈
福
山
松
持
寺
と
い
う
寺
あ
り
と
云
う
よ
り
察
す
れ
ば
、
之
は
二
個

寺
な
り
し
も
の
が
何
時
の
時
代
に
か
合
併
し
て
今
の
山
号
と
な
り
た
る
も
の
な

ら
ん
か
。
寺
記
に
は
開
山
萬
峰
祖
仭
和
尚(

開
山
の
年
号
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ど

も
寺
記
に
元
禄
十
年
三
月
二
十
七
日
没)

と
あ
り
、
其
の
後
定
ま
れ
る
住
職
な

く
聖
堂
文
器(

寛
政
十
二
年
九
月
二
十
五
日
寂)

を
以
て
中
興
開
山
と
な
す

と
あ
り
、
其
の
他
凡
て
詳
ら
か
な
ら
ず
。
然
る
に
本
村
役
場
保
存
の
旧
記
中

に
中
興
開
山
聖
堂
文
器
の
示
寂
寛
政
十
二
年
に
先
立
つ
三
十
六
年
に
恵
兆
首

座
招
聘
の
文
書
あ
り
、
参
考
の
為
に
左
に
掲
記
す
。


